


UPDATE
・以下のデータの最終確認時点は，2020年9月30日である（例外の場合は，注記）
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UPDATE

2019年12月初旬，中国武漢で新型コロナウイル

ス（以下，COVID-19）に関する最初の感染症例が

報告されて以降，3月6日に世界の累計感染者数が，

10万人を超え，世界保健機関（以下，WHO）は，

3月11日にパンデミックを宣言した．6月28日には，

早くも世界の累計感染者数は1,000万人を超え，累

計死亡者数は50万人に至った．さらにその約3カ月

後の9月30日には，収束を迎えたと思われた国でも

再び感染の拡大が見られるなど，世界の累計感染者

数が3,000万人を超え，累計死亡者数は100万人以

上となった．
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UPDATE

UPDATE なお，表1は9月30日時点での累計感染

者数が多い国をまとめたものである．
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表1
UPDATE

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

米国 ブラジル ロシア インド 英国 全世界

2,636,414 1,402,041 647,849 566,840 284,463 10,342,791

米国 インド ブラジル ロシア コロンビア 全世界

7,227,779 6,225,763 4,810,935 1,176,286 818,203 33,632,954
9月30日

6月30日
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UPDATE 7月24日 対象地域が129ヵ国地域から146ヵ国地域までに拡大……フェーズ5

8月 5日 入国拒否対象地域指定日の前日までに日本を出国した再入国許可保持者の再入国を許可

8月30日 対象地域が146ヵ国地域から159ヵ国地域までに拡大……フェーズ6

9月 1日 入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者の再入国を許可





UPDATE 一度は感染の収束が見られたものの，新規

感染者数は6月末頃から再び増加し，感染第2波が到

来，緊急事態宣言期間中を凌ぐ感染拡大となったが，

8月2日の1,991人をピークに再び減少に転じている．
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緊急事態解除宣言後も自粛要請

独自対応とる自治体相次ぐ
【東京都】

東京都は，令和2年6月2日に感染状況悪化の兆候が見られるとして，都民に警戒を呼び掛ける「東京アラート」を発動した．

予想される「第2波」に備えて再び休業を要請する際の判断の目安とする7つの指標と具体的な数値を公表した．

東京都は，令和2年7月30日に新型コロナウイルス感染症の感染患者数の増加を受けて，営業時間短縮要請をすることを発表

した．都内で酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対して8月3日～8月31日の期間で営業時間を22時までに短縮した事業者

に対して協力金を支給．協力金の支給額は申請者一律20万円（期間は延長され，9月15日終了）．

【大阪府】

大阪府は，令和2年7月3日に感染状況に応じて休業などを再要請する「大阪モデル」の新基準を決めた．医療体制が整って

きていることなどから，従来より休業要請の実施などを限定的にする基準に改めた．

大阪府は，令和2年7月31日に休業や営業時間短縮の要請の実施を決定した．大阪市の繁華街，ミナミの一部エリアで，酒類

を提供する飲食店やカラオケ店に8月6日から20日までの15日間，休業や営業時間の短縮を要請することにした．営業時間の

短縮は午前5時から午後8時までとし，要請に応じた店舗には，府と大阪市がそれぞれ，1日につき1万円，合わせて2万円の

支援金を出す方針．

【愛知県】

愛知県は，令和2年7月31日に休業や営業時間短縮の要請することを発表した．名古屋市の繁華街の一部の飲食店などに対し，

8月5日から24日までの20日間，営業時間の短縮や休業を要請した．営業時間の短縮は午前5時から午後8時までとし，要請

に応じた店には，1日当たり1万円，最大で20万円の協力金が支給される．

愛知県は，令和2年8月6日に全国及び愛知県の新型コロナウイルス感染症第二波の感染状況等に鑑み，「新型コロナウイル

ス感染症 愛知県緊急事態宣言」を決定し，発出した．休業や営業時間短縮の要請を実施することを発表した．

【福岡県】

福岡県は，令和2年8月5日に「福岡コロナ警報」を発動した．福岡市内のスナックなどの接待を伴う飲食店や酒類を提供す

るバー，カラオケボックスなどのうち，感染防止対策が不十分な店舗に対して，休業を要請することを決めた．また，県民

に対しては，会食は2時間以内とすることなどを要請した．いずれも期間は8月8日から21日までの2週間で，休業に伴う補償

は行わないとしている．

【沖縄県】

沖縄県は，令和2年8月1日に県独自の「緊急事態宣言」を発動した．8月1日から15日までの15日間，那覇市内の飲食店に対

し，営業時間を短縮して，午前5時から午後10時までとするよう求めた（期間は延長され，9月5日終了）．また，沖縄本島

全域での不要不急の外出自粛を要請し，県をまたぐ移動について，県民に対しては自粛を求め，県外からの訪問者に対して

は慎重な判断を求めた．

【岐阜県】

岐阜県は，令和2年7月31日に「第2波非常事態」を宣言し，名古屋市での酒を伴う飲食を避けることや，県境をまたぐ移動

を慎重にするなどの，緊急対策の徹底を呼びかけた．

【三重県】

三重県は，令和2年8月3日に県独自の緊急警戒宣言を出し，感染対策の不十分な飲食店などがある県外の地域との不要不急

の往来の自粛などを県民に要請した．

UPDATE 追加BOX

出所）各自治体HP，各所報道資料より作成





UPDATE なお，緊急事態宣言解除後の大型連休で

あるお盆期間中の人の流れは，ゴールデンウィーク

期間中から大幅に増加している．

表5
UPDATE

参考：お盆期間

■緊急事態宣言前比 2020/5/1 2020/5/2 2020/5/3 2020/5/4 2020/5/5 2020/5/6 2020/5/7 2020/8/14 2020/8/15 2020/8/16

北海道 札幌駅 -54.4 -75.4 -79.2 -76.2 -76.3 -76.2 -50.9 5.4 -6.9 -17.8

茨城県 水戸駅 -42.0 -56.5 -59.9 -58.5 -59.0 -55.9 -31.0 -5.1 -10.2 -14.5

埼玉県 大宮駅西 -45.1 -56.0 -63.0 -63.1 -64.2 -63.5 -41.3 9.8 8.3 -1.6

千葉県 千葉駅 -45.4 -57.2 -64.0 -64.0 -62.9 -63.2 -38.6 21.0 14.9 9.9

東京都 東京駅南 -48.5 -81.1 -84.2 -79.9 -79.2 -78.1 -37.8 3.3 -29.2 -36.4

神奈川県 横浜駅 -53.0 -61.3 -67.4 -66.0 -65.1 -65.7 -49.3 42.7 50.1 32.3

石川県 金沢駅 -38.8 -52.1 -58.0 -54.8 -57.5 -54.7 -35.7 4.6 -1.1 -0.3

岐阜県 岐阜駅 -20.4 -39.7 -45.2 -43.4 -42.4 -42.7 -16.4 10.6 -2.3 -8.8

愛知県 名古屋駅 -49.4 -68.4 -75.0 -73.6 -73.7 -71.4 -40.4 -7.3 -21.6 -23.9

京都府 京都駅 -48.2 -54.7 -58.0 -60.7 -61.9 -60.4 -46.8 39.5 37.9 28.6

大阪府 梅田 -55.6 -72.5 -76.9 -77.5 -77.7 -77.2 -51.0 26.0 24.3 16.7

兵庫県 三ノ宮駅 -35.4 -55.9 -63.0 -60.2 -60.3 -58.9 -28.3 10.6 0.5 -4.0

福岡県 博多駅 -50.7 -71.8 -79.1 -75.5 -75.3 -74.2 -44.4 -16.9 -27.9 -26.7

単位：%

※緊急事態宣言直前：4/6(月)～4/7(火) 

出所）NTTドコモインサイトマーケティング「モバイル空間統計」より筆者作成
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UPDATE た．5月には休業要請が一部解除され，

さらに6月，7月では多くの業種で休業率の改善が

徐々に見られるものの，2月以前までの水準には

至っていない．さらに8月の同データを見ると第2

波の影響を受けたこともあり，改善率が鈍化してい

る．







UPDATE 図9は，都道府県別の人口10万人当たり

の累計感染者数である．6月30日時点では東京都の

みが突出して多かったが，9月30日時点では沖縄県

が同程度の感染状況にまで拡大している．観光地と

して親しまれる沖縄県では，旅行客によるクラス

ター感染が相次いで起こり，8月1日から「沖縄県緊

急事態宣言」を独自で発出した．
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UPDATE 5月4日に政府より発出された緊急事態宣言の延長を受け，大阪府は独自の自粛要請等解除の基準

「大阪モデル」を翌日5日に発表した．発表当初の「大阪モデル」は，具体的な自粛等の解除の基準として，

「感染経路不明新規感染者数10人未満」，「PCR検査の陽性率7％未満」，「患者受入重症病床使用率60％未

満」という3つの指標を定めた．その発表から7日後にはすべての基準をクリアし，段階的に休業要請を解除し

た．その後，7月3日には「修正大阪モデル」を発表し，「自粛要請等の基準」，「自粛解除の基準」を府民に

対する「警戒の基準」，「非常事態の基準」，「解除の基準」とするなど新たな基準を設けた．

【モニタリング指標ごとの状況】　
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・参考②の確定診断検査における陽性率は、再陽性患者数を除外して算出
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起算して25日以内）

―

【参考①】新規陽性者における

感染経路不明者の割合

0.5人未満

―

②新規陽性者における感染経

路不明者数７日間移動平均
―

―

10人未満

黄

29.3%

15.4%

黄

①新規陽性者における感染経

路不明者７日間移動平均前

週増加比

― ―

【参考②】確定診断検査におけ

る陽性率の７日間移動平均

各指標を全て満たした場合における信号

（３）病床

等のひっ迫状

況

〇

【参考④】患者受入宿泊療養

施設部屋数使用率
9.0%

5.8%

〇

14.9%

31.0%

60％未満⑤患者受入重症病床使用率 ―

【参考③】患者受入軽症中等

症病床使用率

8.3%

5.9%

（１）市中

での感染拡

大状況

①2以上

かつ

②10人以上

④直近1週間の人口10万人

あたり新規陽性者数
―

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

東京都 大阪府 埼玉県 北海道 千葉県 全国

82,706 39,970 34,582 20,719 18,287 390,347

東京都 大阪府 神奈川県 埼玉県 千葉県 全国

455,929 184,635 153,017 143,932 88,135 1,889,535

増減率

（9月30日/6月30日）
5.51倍 4.62倍 12.2倍 4.16倍 4.82倍 4.84倍

PCR

実施件数

（件）

6月30日

9月30日













【補足説明】VIX指数はオプション取引の値動きを元に算出・公表され

ており、投資家心理を示す数値として利用されている。相場の先行き

に不安が生じた時に数値が大きく上昇する特徴があり、過去のチャー

トを見ると、大きな出来事が起きた後は大きく上昇している。
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UPDATE 行き場をなくした膨大なマネーはマーケッ

トへ流入し，実体経済に反した株高が続いている．3月

下旬に18,000ドル台まで落ち込んだダウ平均株価は順

調に回復し，9月2日にはコロナショック前の29,000

ドルまで戻した（図14）．
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